
 

 

平成２１年度勝浦市男女共同参画計画事業の実施状況 

 

男女共同参画づくりに向けた男女平等意識の醸成を図るため、平成２１年

度は７３の計画事業を実施しました。 

男女共同参画計画の実効性を確保するためには、本計画の取組状況を把握

し、点検する必要があります。そこで、これらの事業を事業担当課による評

価（４段階評価）を行いました。 

 

Ａ（達成できた） ・・・ ２６事業 

Ｂ（概ね達成できた） ・・・ ３９事業 

Ｃ（ほとんど達成できなかった） ・・・ ４事業 

Ｄ（未実施） ・・・ ４事業 

 

平成２１年度の主な事業の実施結果は次のとおりでした。  

 

■基本目標Ⅰ 人権の尊重と男女平等の意識づくり 

◇主要課題 1 男女平等意識の啓発 

事業番号 30 講演会等の開催 
担当課 

評価 
Ａ 

実施計画 
男女共同参画に関するテーマのセミナーを勝浦市で開催

し、市民参加を募集します。 

実施結果 

平成 21 年 11 月 21 日（土）勝浦市役所 4 階大会議室にて、

ちば県民共生センターおよび東上総地域の男女共同参画地

域推進員主催の地域セミナーが実施され、本市においては

その事業実施について協力を行いました。 

講師 内海崎貴子 氏（川村学園女子大学教育学部准教授） 

   参加数 １０８名 

今後の方針 
予算の範囲内でセミナー開催を推進し、これまで参加者の

尐なかった男性を多く集まるよう努めます。 

 



 

 

◇主要課題 2 男女平等教育の推進 

事業番号 100 教職員の研修への参加促進 
担当課 

評価 
Ａ 

実施計画 
各学校において、管理職から教職員に対し、男女共同参画

の観点、生徒への指導法等について研修指導します。 

実施結果 実施計画のとおり、研修指導を実施しました。 

今後の方針 

引き続き、各学校において、管理職から教職員に対し、男

女共同参画の観点、生徒への指導法等について研修指導し

意識高揚を図っていきます。 

 

◇主要課題 3 さまざまな暴力の排除 

事業番号 210 育児相談の充実 
担当課 

評価 
Ｂ 

実施計画 
家庭訪問や電話相談、各種母子保健事業を通し、育児不安

のある保護者の支援を行います。 

実施結果 

訪問や各種事業を実施し、育児不安のある保護者へ対し支

援を行い、特に支援の必要性の高い家庭へ対しては重点的

に個別対応を行いました。 

今後の方針 
引き続き、訪問や各種事業を通して相談体制を整え、不安

のある家庭へ対し支援を行います。 

 

 

■基本目標Ⅱ 男女共同参画社会の推進 

◇主要課題 1 政策・方針決定過程への女性の参画 

事業番号 260 女性の参画状況調査の実施 
担当課 

評価 
Ａ 

実施計画 
審議会等の女性参画状況について、調査を実施し、ホーム

ページ上で公表します。 

実施結果 
審議会等の女性参画状況について、調査を実施し、平成 21

年 5 月にホームページ上で公表しました。 

今後の方針 
引き続き、審議会等の女性参画状況について、調査・公表

を実施します。 

 



 

 

◇主要課題 2 労働の場における男女平等 

事業番号 330 家族経営協定の普及促進 
担当課 

評価 
Ａ 

実施計画 
家族経営協定の締結等による経営への参画促進に努めま

す。 

実施結果 家族経営協定の締結（１件）がありました。 

今後の方針 
引き続き、家族経営協定の締結等による経営への参画促進

に努めます。 

 

◇主要課題 3 家庭生活や地域における男女共同参画 

事業番号 400 
家事・子育て・介護等に関するセミ

ナーの開催 

担当課 

評価 
Ａ 

実施計画 

１． 認知症サポーター養成講座を開催し、認知症の正しい

知識や理解を深め偏見を取り除いていきます。 

２． 認知症高齢者等とその家族のつどいを開催し、日頃の

悩み等を話し合い、交流を深めます。 

実施結果 

１． 認知症サポーター養成講座を２回開催しました。（受

講者４２名） 

２． 認知症高齢者等とその家族のつどいを２回開催しまし

た。（参加者２３名）  

今後の方針 
開催回数を増やし継続的に交流や勉強会等を行い家族支援

に努めます。また、家族の会へと育成促進に努めます。 

 

 



 

 

■基本目標Ⅲ すべての人が充実して暮らせる社会づくり 

◇主要課題 1 生涯にわたる健康づくり支援 

事業番号 510 乳幼児医療費支給事業 
担当課 

評価 
Ａ 

実施計画 支給対象児童を小学校３年生まで拡大します。 

実施結果 

入院分を対象外として拡大した小学校１年生から３年生ま

での部分について、学童医療費助成事業として実施しまし

た。 

今後の方針 

学童医療費助成事業部分については、現物給付でなく償還

払い方式であり、県内統一的事業でないと現物給付は不可

能でしたが、県の事業である乳幼児医療費支給事業が２２

年度に拡大されるため、現物給付が可能となります。 

 

◇主要課題 2 男女共同参画社会の実現に向けた福祉の充実 

事業番号 670 高齢者の自立支援サービスの充実 
担当課 

評価 
Ｂ 

実施計画 

１． 緊急通報システムサービス事業の充実を図ります。 

２． 栄養食品支給事業の改善を行い事業の充実を図りま

す。 

３． 高齢者生活支援訪問介護事業を実施します。 

４． はり・きゅう・マッサージ等施術利用者助成事業を実

施します。 

５． 入湯料助成事業を実施します。 

実施結果 

１． 緊急通報システムサービス事業では、警備員の出動地

域の拡大を図りました。また、市職員がお元気コール

を月１回行い、生活や身体の変化に応じて早期の対応

が可能になりました。 

２． 栄養食品支給事業の委託事業者を変更し（高齢者の生

活基盤に近い業者）、飲み物を３種類に増やし選択制

にして対象者が利用しやすくし、併せて、週３回の配

達を基本として安否確認の充実を図りました。また、

毎月、７０歳以上の独居世帯の把握に努め事業の充実



 

 

を図りました。 

３． 高齢者の自立した生活を支援するため、生活支援ヘル

パーの派遣を行いました。 

４． 高齢者の身体機能の維持、健康の増進を図るため、は

り・きゅう・マッサージの施術料の一部を助成しまし

た。 

５． 高齢者の身体機能の維持、健康の増進を図るため、市

内施設で利用できる入湯券を交付しました。 

今後の方針 

高齢者が可能な限り、居宅において継続して日常生活を営

むことができるよう、心身の健康の保持及び生活の安定の

ための必要な措置を講じ、地域における高齢者を対象とす

る福祉サービス全般にわたる供給体制の確保を図ります。

また、他の事業も含めて高齢者世帯の見守り支援体制を構

築していきます。 

 

 


